
様式２ 事 務 事 業 中 期 戦 略 シ ー ト 事務事業コード
2006-051505-03-02

事業名 担い手農地情報活用集積促進事業 事業番号 02 課係名 農政経済課 農業経営班 係番号 03

１．事業内容
（１）対象
農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想を定めている市町村

（２）現状
農業者の高齢化、兼業化の進行とこれに伴う耕作放棄地の増加等が問題となっている。

（３）方法
農地の受け手・出し手ごとの意向を調査・分析し、その結果に基づき農地の結びつけ活動等
を行う。

（４）目標
市町村の基本構想で定める効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積
目標を達成する。

２．事業の必要性
効率的かつ安定的な農業経営が地域における農業生産の相当部分を担う農業構造を確立し、
農業の持続的発展を図るために必要である。

３．実施年度・始期：平成１７年度，終期：
４．自治上の区分：　　自治事務

５．事業の種類　（１）助成　（２）国庫　　国庫補助率：（１／２、定額）
６．役割分担
（１）何故、「官」が行うのか
農業経営基盤強化促進法に基づき、国及び地方公共団体は、効率的かつ安定的な農業経営の育
成に資するため、関連施策を総合的に推進することが責務となっている。

（２）何故、県が行うのか
農業経営基盤強化促進法に基づき策定した県の基本方針において効率的かつ安定的な農業経営
の育成するための措置を講じていくこととしている。

７．最近４年間の事業費等の推移（単位：千円、人）
Ｈ１５年度 Ｈ１６年度 Ｈ１７年度 Ｈ１８年度

予・決算額 0 0 30,008 16,498
人工数 0.00 0.00 0.80 0.80
※対応する予算の事業名：担い手農地情報活用集積促進事業（Ｈ１７～）

８．過去３年間（Ｈ１７まで）の実績 ９．今後３年間（Ｈ２０まで）の戦略
（１）何を（手段・活動指標） ８－（１）どこまでやったのか（手段・活動指標） ９－（１）どこまでやる予定なのか（手段・活動指標）
農地情報の集積・公開（アンケート
調査、市町村窓口での公告縦覧、広
報誌・インターネット等による公開
等）

５４５件の農地情報の集積（Ｈ１７実績） 農地情報集積単年度目標：１６５０件　

（２）その結果、何が（成果指標） ８－（２）どの水準まで向上したか（成果指標） ９－（２）どの水準まで向上する見込みなのか（成果指標）
認定農業者等担い手に対する農地の
利用集積

集積した農地情報のうち２６０件が第三者への公開が許可された。 農地情報の公開同意数単年度目標：９００件
１５，３４６ｈａ



第２表　事務事業の自己評価
部課係名 農林水産部　農政経済課　農業経営班
評価責任者 農政経済課 担当者農業経営班
課番号 051505 係番号03 電話番号866-2257 作成年月日

事務事業コード 2006-051505-03-02
事務事業名 担い手農地情報活用集積促進事業
歳出事業コード(1)231009001
歳出事業名(1) 農村地域農政総合推進費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分 C

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 030301

再掲コード

再掲コード

再掲コード

再掲コード

計画名 農林水産業振興計画
政策目標農林水産業・農山漁村を支える担い手の育成・確保
施策 担い手の育成・確保

計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A) 担い手への農地流動化面積（計画）
成果指標名又は成果の内容(A')担い手への農地流動化面積（実績）
活動指標名又は活動の内容(B)
成果指標名又は成果の内容(B')
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A ｈａ 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
成果指標A' ｈａ 785.00 1,076.00 0.00 0.00
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 0.00 0.00 0.00 0.00

予決算額C 0 0 30,008 16,498
投入資源 人工数D 0.00 0.00 0.80 0.80
(単位:千円) 人件費E 0 0 5,152 5,136

合計C+E=F 0 0 35,160 21,634

組み替え新規

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 Ｂ
(判定内容):B.概ね満足している。

判
定
根
拠

　農業経営基盤強化促進法に基づき、効率的かつ安定的な農業経営が地域における農業生産の相当部分を担う農業
構造を確立するために、担い手への農用地の利用集積を図ることが重要であり、県下１４市町村で本事業の活用が
図られている。

(2)県民ニーズの動向 判定 Ｂ
(判定内容):B.横ばい

判
定
根
拠

　県内の担い手への農地流動化の目標を年間１０００ｈａとして取り組んでいるが、実績で平均約８００ｈａで推
移しており、実績は横ばいの状況であるが、効率的・安定的な経営の実現には、担い手の経営規模の拡大が必須で
あり、そのために農地情報の整備・活用を図り農地の流動化を促進することは重要である。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ｂ
(判定内容):B.他県並みである。

判
定
根
拠

　全国で取り組まれる事業であり他県並みのサービス水準である。

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ａ
(判定内容):A.法令で官の実施がさだめられている。

判
定
根
拠

　農業経営基盤強化促進法に基づき、国及び地方公共団体は、効率的かつ安定的な農業経営の育成とこれらの農業
経営が農業生産の相当部分を担うような望ましい農業構造を確立するため、関連施策を総合的に推進することが責
務となっている。

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ａ
(判定内容):A.法令で県の実施が定められている。

判
定
根
拠

　農業経営基盤強化促進法に基づき策定した県の基本方針において、効率的かつ安定的な農業経営の育成のための
措置を講じていくこととしている。このため、国の助成を受けて、県及び市町村が担い手農地情報活用集積促進事
業により農地情報を収集・整備し、農家へ提供することとしている。

4.民間委託の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.法令で県が直接実施することが、定められている。

判
定
根
拠

　本事務事業は農業経営基盤強化促進法に基づき実施する農業経営基盤強化促進事業であり、市町村が行う担い手
への農地集積のためのあっせん活動等に対し支援するための補助事業である担い手農地情報活用集積促進事業であ
ることから、民間からの参入にはなじまない。

5.事務事業の選択
判定 Ａ

(判定内容):A.対象や目標等に類似する事務事業はない。

判
定
根
拠

　農業経営基盤強化促進法に基づき基本構想を定めている市町村を対象に、効率的かつ安定的な農業経営体に農用
地の利用集積を図り、地域農業の持続的発展を図ることを目標としており、類似の事務事業はない。

6.対象の妥当性
判定 Ａ

(判定内容):A.対象は適当で、目標達成のため最も効果的である。

判
定
根
拠

　本事務事業の対象は基本構想の定められている市町村であり妥当である。また、農地の利用集積を図るため効果
的な事業である。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ｂ
(判定内容):B.大きな影響を与える。

判
定
根
拠

　農地の結び付け活動（アンケート調査、農地情報整備・公開）により、認定農業者等担い手に農地の利用集積を
図る事務事業であり、大きな影響を与える。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 Ｃ
(判定内容):C.費用、成果とも横ばい。

判
定
根
拠

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ｃ
(判定内容):C.費用、結果とも横ばい。

判
定
根
拠

9.県の負担割合
判定 Ａ

(判定内容):A.妥当である。

判
定
根
拠

国庫補助１／２、国庫補助残については県１／６、市町村１／３となっており妥当である。

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.事務事業の性質上、ＯＡ化が困難である。

判
定
根
拠

　農地の受け手・出し手ごとの意向を調査・分析し、その結果に基づき農地の結び付け活動等を行う事務事業であ
るため、ＯＡ化に適さない。

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ｂ
(2)ニーズ Ｂ

2.サービス水準の他県比較 Ｂ

3.役割分担 (1)官民 Ａ
(2)県市町村 Ａ

4.民間委託の可能性 Ａ
5.事務事業の選択 Ａ
6.対象の妥当性 Ａ
7.貢献度 Ｂ

8.対費用効果 (1)対成果 Ｃ
(2)対結果 Ｃ

9.県の負担割合 Ａ
10.ＯＡ化の可能性 Ａ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

7 4 2

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ｃ 具体的方向性 4
(評価区分): C.見直す
(具体的方向性):4.他の事務事業と統合する。

判
定
根
拠

　近年農業を取り巻く環境は、農業就業者の減少や高齢化、産地間競争の激化、農産物価格の低迷に加え、農産物
の輸入増加等極めて厳しい状況にあり、農業経営の体質強化が強く求められている。このようなことから、農業経
営基盤強化促進法に基づき、経営感覚の優れた効率的かつ安定的な農業経営を目指す農業者（認定農業者）を育成
し、これらの担い手が地域における農業生産の相当部分を担う農業構造を確立するため、農用地の利用集積を高め
ることが農政の緊急かつ重要な課題となっていることから、本事務事業は、今後とも県及び市町村、農業委員会等
の関係機関・団体が連携して農用地の受け手・出し手間の調整、遊休農地解消等、農用地の利用集積に取り組んで
いく必要がある。
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様式２ 事 務 事 業 中 期 戦 略 シ ー ト 事務事業コード
2006-051505-03-04

事業名 遊休農地解消総合対策事業 事業番号 04 課係名 農政経済課 農業経営班 係番号 03

１．事業内容
（１）対象
　�対象地域：都市的地域及び平地農業地域又は直接支払対象集落協定に同事業の実施を定
めた地域。�事業主体：市町村、農業者の組織。�対象行為：遊休農地活用計画の作成及び
同計画に基づく遊休農地の改良整備。

（２）現状
　地域農業の担い手の減少、農業労働力の高齢化の進行、耕作放棄地等遊休化している農地
の増加等農業・農村を取り巻く環境は厳しい。

（３）方法
　遊休農地解消方法等を内容とする遊休農地活用計画を策定し、改良整備を実施するととも
に担い手への集積を行う。

（４）目標
　遊休農地活用計画を策定・実施し既耕作放棄地の復旧と担い手への集積を図る。

２．事業の必要性
地域農業の担い手の減少、農業労働力の高齢化の進行、耕作放棄地等遊休化している農地の
増加等農業・農村を取り巻く環境が厳しい中、地域農業を振興するためには、遊休農地の有
効活用計画を策定・実施し、既耕作放棄地の復旧と担い手への集積を図る必要がある。

３．実施年度・始期：平成１７年度，終期：平成２１年度末
４．自治上の区分：　　自治事務

５．事業の種類　（１）助成　（２）国庫　　国庫補助率：（１／２，２／３）
６．役割分担
（１）何故、「官」が行うのか
　農地の確保及び有効利用を定めた食料・農業・農村基本法第２３条に基づく事業。
　補助事業のため利益を目的とする民間からの参入は不可能。

（２）何故、県が行うのか
　社会経済の情勢から、農地の遊休化が増大しており、食料確保及び農業所得確保を促進する
ため、県が市町村及び農業者等に対し、支援する必要がある。

７．最近４年間の事業費等の推移（単位：千円、人）
Ｈ１５年度 Ｈ１６年度 Ｈ１７年度 Ｈ１８年度

予・決算額 17,777 22,365 11,623 7,466
人工数 0.50 0.50 0.40 0.40
※対応する予算の事業名：　遊休農地解消総合対策事業

８．過去３年間（Ｈ１７まで）の実績 ９．今後３年間（Ｈ２０まで）の戦略
（１）何を（手段・活動指標） ８－（１）どこまでやったのか（手段・活動指標） ９－（１）どこまでやる予定なのか（手段・活動指標）
遊休農地活用計画の策定 石垣市他３市町村が遊休農地活用計画を作成

（石垣市、本部町、うるま市及び宜野座村において耕作放棄地１１．４８ｈ
ａの土地条件整備を行った。）

　今後、遊休農地活用計画の策定市町村目標を８とし、併せて土地条件整備目
標を１５ｈａとする。

（２）その結果、何が（成果指標） ８－（２）どの水準まで向上したか（成果指標） ９－（２）どの水準まで向上する見込みなのか（成果指標）
耕作放棄地が解消されるとともに効
率的案的な経営体である担い手に農
地が集積される。

遊休農地活用計画を策定し、遊休農地解消取組を行ったことにより、地域の
意識が向上した。また、土地条件整備により１１．４８ｈａの優良農地の確
保と担い手による有効活用が図られた。

　遊休農地解消の意識向上と土地条件整備の実施により１５ｈａの優良農地の
確保と有効活用が図られる。



第２表　事務事業の自己評価
部課係名 農林水産部　農政経済課　農業経営班
評価責任者 農政経済課 担当者農業経営班
課番号 051505 係番号03 電話番号866-2257 作成年月日

事務事業コード 2006-051505-03-04
事務事業名 遊休農地解消総合対策事業
歳出事業コード(1)261006001
歳出事業名(1) 遊休農地解消総合対策事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分 C

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 030301

再掲コード

再掲コード

再掲コード

再掲コード

計画名 農林水産業振興計画
政策目標農林水産業・農山漁村を支える担い手の育成・確保
施策 担い手の育成・確保

計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A) 遊休農地活用計画の策定
成果指標名又は成果の内容(A')耕作放棄地が解消される
活動指標名又は活動の内容(B)
成果指標名又は成果の内容(B')
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標A' ｈａ 0.00 0.00 0.00 40.00
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 0.00 0.00 0.00 0.00

予決算額C 17,777 22,365 11,623 7,466
投入資源 人工数D 0.50 0.50 0.40 0.40
(単位:千円) 人件費E 3,315 3,220 2,576 2,568

合計C+E=F 21,092 25,585 14,199 10,034

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 Ｂ
(判定内容):B.概ね満足している。

判
定
根
拠

　遊休農地活用計画を策定し、遊休農地解消の取組を行ったことにより、地域の意識が向上した。また、土地基盤
整備により優良農地の確保と有効利用により担い手の育成につながった。

(2)県民ニーズの動向 判定 Ａ
(判定内容):A.増加傾向

判
定
根
拠

　地域農業の担い手の減少、農業労働力の高齢化の進行により、耕作放棄地等遊休化している農地が増加傾向にあ
り、今後とも本事業を活用し遊休農地を解消し担い手への農地集積を図る必要がある。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ｂ
(判定内容):B.他県並みである。

判
定
根
拠

国の補助事業であり、他県と同一水準である。

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ｂ
(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、官の実施が妥当である。

判
定
根
拠

補助事業を活用して遊休農地を再生し、規模拡大を行おうとしている担い手に集積する事業であり、官で実施する
ことが適当である。

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ｂ
(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、県の実施が妥当である。

判
定
根
拠

　国県の補助制度により、市町村が行う遊休農地再生活動実践スタート支援、遊休農地活用土地条件整備事業を取
り組む。

4.民間委託の可能性
判定 Ｂ

(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、県が直接実施することが妥当である。

判
定
根
拠

　農地の確保及び有効活用を定めた食料・農業・農村基本法第２３条に基づく事業であり、遊休農地の解消を図り
、担い手に集積することを目的としており、民間にはなじまない。

5.事務事業の選択
判定 Ｂ

(判定内容):B.対象や目標等に類似する事務事業はないが、一体的に実施した方がよいと思われる事務事業がある。

判
定
根
拠

　農業委員会が行う担い手への農地集積のための、情報の収集、提供及びあっせんの事務事業があり、同事業と一
体的に実施した方が効果的であることから事務事業を統合する。

6.対象の妥当性
判定 Ａ

(判定内容):A.対象は適当で、目標達成のため最も効果的である。

判
定
根
拠

以前、農地として利用されていたにもかかわらず、所有者の事情で耕作に利用されていない土地で近隣に活用でき
る担い手がいる農地を対象にしている。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ｂ
(判定内容):B.大きな影響を与える。

判
定
根
拠

遊休地の解消とともに担い手にその土地を集積することから貢献は明らかである。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 Ｃ
(判定内容):C.費用、成果とも横ばい。

判
定
根
拠

遊休化した農地を整備し、意欲のある担い手に集積することから、地域農業の振興と生産の拡大に寄与している。

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ｃ
(判定内容):C.費用、結果とも横ばい。

判
定
根
拠

投下した事業費に対する生産効果等の投資効果は１．０を上回るとともに、農地面積及び作物生産量の増大に寄与
している。

9.県の負担割合
判定 Ａ

(判定内容):A.妥当である。

判
定
根
拠

平成１７年度から、土地整備事業に対する県費上乗せは廃止した。

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.事務事業の性質上、ＯＡ化が困難である。

判
定
根
拠

市町村へ補助金を交付し、遊休農地を解消する事業であり、ＯＡ化になじまない。

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ｂ
(2)ニーズ Ａ

2.サービス水準の他県比較 Ｂ

3.役割分担 (1)官民 Ｂ
(2)県市町村 Ｂ

4.民間委託の可能性 Ｂ
5.事務事業の選択 Ｂ
6.対象の妥当性 Ａ
7.貢献度 Ｂ

8.対費用効果 (1)対成果 Ｃ
(2)対結果 Ｃ

9.県の負担割合 Ａ
10.ＯＡ化の可能性 Ａ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

4 7 2

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ｃ 具体的方向性 4
(評価区分): C.見直す
(具体的方向性):4.他の事務事業と統合する。

判
定
根
拠

平成１７年度から、土地整備事業に対する県費負担を廃止し、事業量等の成果は維持することとし、担い手への農
地流動化を推進している他の事務事業と一体的に実施した方が効果的であるので事務事業を統合する。

3/3頁



様式２ 事 務 事 業 中 期 戦 略 シ ー ト 事務事業コード
2006-051505-04-06

事業名 早期是正措置に関する業務 事業番号 06 課係名 農政経済課 団体金融班 係番号 04

１．事業内容
（１）対象
　沖縄県農業協同組合（以下「ＪＡおきなわ」という。）

（２）現状
　ＪＡおきなわが平成１４年度から発足したが、組織体制や経営基盤の強化など多くの課題
を抱えている。

（３）方法
　ＪＡ系統で作成した自己資本増強５カ年計画に関する指導。

（４）目標
　ＪＡおきなわの自己資本比率の向上。

２．事業の必要性
　平成１０年４月１日から、自己資本比率４％未満の農協に対して、早期是正措置命令が発
動されることとなった。

３．実施年度・始期：平成１０年度，終期：
４．自治上の区分：　　自治事務

５．事業の種類　（１）行政　（２）単独
６．役割分担
（１）何故、「官」が行うのか
　農協法第９８条第１項の規定により、農協の指導監督官庁は都道府県知事となっているため
。

（２）何故、県が行うのか
　同上

７．最近４年間の事業費等の推移（単位：千円、人）
Ｈ１５年度 Ｈ１６年度 Ｈ１７年度 Ｈ１８年度

予・決算額 18 36 20 14
人工数 0.10 0.10 0.10 0.10
※対応する予算の事業名：農協系統事業・組織改革推進事業費

８．過去３年間（Ｈ１７まで）の実績 ９．今後３年間（Ｈ２０まで）の戦略
（１）何を（手段・活動指標） ８－（１）どこまでやったのか（手段・活動指標） ９－（１）どこまでやる予定なのか（手段・活動指標）
　農協に対し早期是正措置命令発動 　ＪＡおきなわが発行する優先出資の認可等自己資本増強に関する指導を実

施。
　ＪＡおきなわの経営基盤強化に向け指導を行う。

（２）その結果、何が（成果指標） ８－（２）どの水準まで向上したか（成果指標） ９－（２）どの水準まで向上する見込みなのか（成果指標）
　農協の経営基盤の強化 　ＪＡおきなわの自己資本比率が、平成１７年度末で１０％超が達成された

。
　ＪＡ系統の自主基準である８％を超える水準維持を目指す。



第２表　事務事業の自己評価
部課係名 農林水産部　農政経済課　団体金融班
評価責任者 農政経済課 担当者団体金融班
課番号 051505 係番号04 電話番号866-2257 作成年月日

事務事業コード 2006-051505-04-06
事務事業名 早期是正措置に関する業務
歳出事業コード(1)237003002
歳出事業名(1) 農協系統指導事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分 C

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 030302

再掲コード

再掲コード

再掲コード

再掲コード

計画名 農林水産業振興計画
政策目標農林水産業・農山漁村を支える担い手の育成・確保
施策 農協、森林組合、漁協の経営基盤の強化

計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A) 農協に対する早期是正措置命令の発動
成果指標名又は成果の内容(A')農協の経営基盤の強化（ＪＡおきなわの自己資本比率）
活動指標名又は活動の内容(B)
成果指標名又は成果の内容(B')
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標A' ％ 8.94 9.93 10.41 10.00
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 0.00 0.00 0.00 0.00

予決算額C 18 36 20 14
投入資源 人工数D 0.10 0.10 0.10 0.10
(単位:千円) 人件費E 663 644 644 642

合計C+E=F 681 680 664 656

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 Ｂ
(判定内容):B.概ね満足している。

判
定
根
拠

　県全域に散在する９ＪＡが債務超過に陥り、早期是正措置命令の対象となったが、県単一ＪＡ合併の実現により
、経営健全化に向けた取り組みが進められている。

(2)県民ニーズの動向 判定 Ｂ
(判定内容):B.横ばい

判
定
根
拠

　ＪＡおきなわの平成１７事業年度の自己資本比率は１０％超を達成しており、早期是正措置命令の発動基準４％
を上回っているため。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ｂ
(判定内容):B.他県並みである。

判
定
根
拠

　ＪＡおきなわは、平成１５年度決算において自己資本比率が８．９４％まで向上し、ＪＡバンク自主ルール基準
である８％を上回ったことから、平成１６年１０月２９日に資金運用規制の解除がなされている。

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ａ
(判定内容):A.法令で官の実施がさだめられている。

判
定
根
拠

　農協法第９８条第１項の規定により、農協の指導監督庁は都道府県知事となっているため。

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ａ
(判定内容):A.法令で県の実施が定められている。

判
定
根
拠

　農協法第９８条第１項の規定により、農協の指導監督庁は都道府県知事となっているため。また、ＪＡおきなわ
は全県下にまたがる単一ＪＡであることから、市町村への権限委譲にはなじまない。

4.民間委託の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.法令で県が直接実施することが、定められている。

判
定
根
拠

　農協法第９８条第１項の規定により、農協の指導監督庁は都道府県知事となっているため。

5.事務事業の選択
判定 Ａ

(判定内容):A.対象や目標等に類似する事務事業はない。

判
定
根
拠

　農協は、農業協同組合法に基づく法人であるため。

6.対象の妥当性
判定 Ａ

(判定内容):A.対象は適当で、目標達成のため最も効果的である。

判
定
根
拠

　農協の行う事業の範囲は、農協法で定められているため。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ｂ
(判定内容):B.大きな影響を与える。

判
定
根
拠

　ＪＡおきなわにおいては、引き続き、自己資本比率の向上に取り組む必要があり、着実な実践を図る上で県の的
確な指導・支援は重要。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 Ａ1
(判定内容):A1.費用は低下又は横ばいで成果は上昇。

判
定
根
拠

　費用は減少しているが、経営健全性の指標であるＪＡおきなわの自己資本比率については向上している。

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ａ1
(判定内容):A1.費用は低下又は横ばいで結果は上昇。

判
定
根
拠

　費用は減少しているが、ＪＡおきなわの経営健全化に向け、一定程度整理がついた課題もある。

9.県の負担割合
判定 Ａ

(判定内容):A.妥当である。

判
定
根
拠

　農協法第９８条第１項の規定により、農協の指導監督庁は都道府県知事となっているため。

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ｄ

(判定内容):D.ＯＡ化済（一部ＯＡ化含む）である。

判
定
根
拠

　電子メールによる資料の徴求等も行っている。

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ｂ
(2)ニーズ Ｂ

2.サービス水準の他県比較 Ｂ

3.役割分担 (1)官民 Ａ
(2)県市町村 Ａ

4.民間委託の可能性 Ａ
5.事務事業の選択 Ａ
6.対象の妥当性 Ａ
7.貢献度 Ｂ

8.対費用効果 (1)対成果 Ａ1
(2)対結果 Ａ1

9.県の負担割合 Ａ
10.ＯＡ化の可能性 Ｄ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

8 4 1

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ｃ 具体的方向性 4
(評価区分): C.見直す
(具体的方向性):4.他の事務事業と統合する。

判
定
根
拠

　平成１７年８月にＪＡおきなわと信連および経済連が統合されたことに伴い、事業番号５「農協系統団体との連
絡調整及び農協指導」事業に統合し、統一的な調整指導を行う。
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様式２ 事 務 事 業 中 期 戦 略 シ ー ト 事務事業コード
2006-051505-04-07

事業名 不良債権の担保処分促進指導に関すること 事業番号 07 課係名 農政経済課 団体金融班 係番号 04

１．事業内容
（１）対象
　沖縄県農業協同組合（以下「ＪＡおきなわ」という。）

（２）現状
　ＪＡおきなわは発足したが、組織体制や経営基盤の強化など多くの課題を抱えている。

（３）方法
　県農業開発公社と連携した農地担保売却及びその他債権の法的整理の促進指導。

（４）目標
　ＪＡおきなわの保有する不良債権担保処分の促進。

２．事業の必要性
　ＪＡおきなわは発足したが、農地担保及びその他の不良債権を多く抱えているため、これ
らの処分を促進する必要がある。

３．実施年度・始期：平成１４年度　，終期：平成１９年度
４．自治上の区分：　　自治事務

５．事業の種類　（１）行政　（２）単独
６．役割分担
（１）何故、「官」が行うのか
　農協法第９８条第１項の規定により、農協の指導監督官庁は都道府県知事となっているため
。

（２）何故、県が行うのか
　同　上

７．最近４年間の事業費等の推移（単位：千円、人）
Ｈ１５年度 Ｈ１６年度 Ｈ１７年度 Ｈ１８年度

予・決算額 20 73 40 28
人工数 0.20 0.20 0.10 0.10
※対応する予算の事業名：農協系統事業・組織改革推進事業費

８．過去３年間（Ｈ１７まで）の実績 ９．今後３年間（Ｈ２０まで）の戦略
（１）何を（手段・活動指標） ８－（１）どこまでやったのか（手段・活動指標） ９－（１）どこまでやる予定なのか（手段・活動指標）
　単一ＪＡ支援対策班による債権回
収指導

　単一ＪＡ支援対策班会議及びＪＡ健全化管理委員会等の各種会議をとおし
て、不良債権処理計画に基づく債権処理が迅速に行われるよう指導を行った
。

　ＪＡおきなわによる任意売却・競売等不良債権処理の促進。

（２）その結果、何が（成果指標） ８－（２）どの水準まで向上したか（成果指標） ９－（２）どの水準まで向上する見込みなのか（成果指標）
　ＪＡおきなわの経営基盤強化 　不良債権の回収が促進された。 　自己資本比率８％を超える水準維持を目指す。



第２表　事務事業の自己評価
部課係名 農林水産部　農政経済課　団体金融班
評価責任者 農政経済課 担当者団体金融班
課番号 051505 係番号04 電話番号866-2257 作成年月日

事務事業コード 2006-051505-04-07
事務事業名 不良債権の担保処分促進指導に関すること
歳出事業コード(1)237003002
歳出事業名(1) 農協系統指導事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分 C

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 030302

再掲コード

再掲コード

再掲コード

再掲コード

計画名 農林水産業振興計画
政策目標農林水産業・農山漁村を支える担い手の育成・確保
施策 農協、森林組合、漁協の経営基盤の強化

計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A) 単一ＪＡ支援対策による債権回収指導
成果指標名又は成果の内容(A')ＪＡおきなわの経営基盤強化（自己資本比率）
活動指標名又は活動の内容(B)
成果指標名又は成果の内容(B')
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標A' ％ 8.94 9.93 10.41 10.00
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 0.00 0.00 0.00 0.00

予決算額C 20 73 40 28
投入資源 人工数D 0.20 0.20 0.10 0.10
(単位:千円) 人件費E 1,326 1,288 644 642

合計C+E=F 1,346 1,361 684 670

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 Ｂ
(判定内容):B.概ね満足している。

判
定
根
拠

　県単一ＪＡは、債権整理回収機構（ＲＣＣ）への一部債権の売却及び資産欠損額に対する全国支援等をうけて発
足しており、経営基盤の強化を図る観点から、遊休資産や内部引当済みの不良債権の処理が進められているため。

(2)県民ニーズの動向 判定 Ｂ
(判定内容):B.横ばい

判
定
根
拠

　不良債権の回収は、一定程度進んできているため。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ｂ
(判定内容):B.他県並みである。

判
定
根
拠

　ＪＡおきなわ本店内に不良債権回収担当部署を設置し取り組みを推進しているが、担保物件の処理がなかなか進
まず、回収目標を下回っているため。

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ａ
(判定内容):A.法令で官の実施がさだめられている。

判
定
根
拠

　農協法第９８条第１項の規定により、農協の指導監督庁は都道府県知事となっているため。

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ａ
(判定内容):A.法令で県の実施が定められている。

判
定
根
拠

　農協法第９８条第１項の規定により、農協の指導監督庁は都道府県知事となっているため。また、ＪＡおきなわ
は全県下にまたがる単一ＪＡであることから、市町村への権限委譲にはなじまない。

4.民間委託の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.法令で県が直接実施することが、定められている。

判
定
根
拠

　農協法第９８条第１項の規定により、農協の指導監督庁は都道府県知事となっているため。

5.事務事業の選択
判定 Ａ

(判定内容):A.対象や目標等に類似する事務事業はない。

判
定
根
拠

　農協は、農業協同組合法に基づく法人であるため。

6.対象の妥当性
判定 Ａ

(判定内容):A.対象は適当で、目標達成のため最も効果的である。

判
定
根
拠

　農協の行う事業の範囲は、農協法で定められているため。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ｂ
(判定内容):B.大きな影響を与える。

判
定
根
拠

　ＪＡおきなわにおいては、引き続き、経営基盤の強化に取り組む必要があり、着実な実践を図る上で県の的確な
指導・支援は重要。

2/3頁



第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 A2
(判定内容):A2.費用は低下で成果は横ばい。

判
定
根
拠

　ＪＡおきなわの取り組みは強化されているが、固定化債権については、年を追うごとに回収が困難になってくる
ため。

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ａ2
(判定内容):A2.費用は低下で結果は横ばい。

判
定
根
拠

　ＪＡおきなわの取り組みは強化されているが、固定化債権については、年を追うごとに回収が困難になってくる
ため。

9.県の負担割合
判定 Ａ

(判定内容):A.妥当である。

判
定
根
拠

　農協法により、県域を地区とするＪＡの所管行政庁は県知事となっている。

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.事務事業の性質上、ＯＡ化が困難である。

判
定
根
拠

　当該事業は、法的整理が中心であるため。

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ｂ
(2)ニーズ Ｂ

2.サービス水準の他県比較 Ｂ

3.役割分担 (1)官民 Ａ
(2)県市町村 Ａ

4.民間委託の可能性 Ａ
5.事務事業の選択 Ａ
6.対象の妥当性 Ａ
7.貢献度 Ｂ

8.対費用効果 (1)対成果 A2
(2)対結果 Ａ2

9.県の負担割合 Ａ
10.ＯＡ化の可能性 Ａ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

9 4

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ｃ 具体的方向性 4
(評価区分): C.見直す
(具体的方向性):4.他の事務事業と統合する。

判
定
根
拠

　平成１７年８月にＪＡおきなわと信連および経済連が統合されたことに伴い、事業番号５「農協系統団体との連
絡調整及び農協指導」事業に統合し、統一的な調整指導を行う。
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様式２ 事 務 事 業 中 期 戦 略 シ ー ト 事務事業コード
2006-051505-04-08

事業名 遊休資産の処分等に係る調整・指導に関すること 事業番号 08 課係名 農政経済課 団体金融班 係番号 04

１．事業内容
（１）対象
　沖縄県農業協同組合（以下「ＪＡおきなわ」という。）

（２）現状
　ＪＡおきなわは発足したが、組織体制や経営基盤の強化など多くの課題を抱えている。

（３）方法
　集出荷場施設や購買店舗等の統廃合指導及び関係市町村との連携による施設の有効活用。

（４）目標
　県単一ＪＡ発足に伴い遊休化する資産の売却及び有効利用。

２．事業の必要性
　ＪＡおきなわの発足により施設の統廃合を進め、財務の健全化、資産の効率的な利活用を
図る必要がある。

３．実施年度・始期：平成１４年度，終期：平成１９年度
４．自治上の区分：　　自治事務

５．事業の種類　（１）行政　（２）単独
６．役割分担
（１）何故、「官」が行うのか
　農協法第９８条第１項の規定により、農協の指導監督官庁は都道府県知事となっているため
。

（２）何故、県が行うのか
　同上

７．最近４年間の事業費等の推移（単位：千円、人）
Ｈ１５年度 Ｈ１６年度 Ｈ１７年度 Ｈ１８年度

予・決算額 18 73 40 28
人工数 0.20 0.20 0.20 0.10
※対応する予算の事業名：農協系統事業・組織改革推進事業費

８．過去３年間（Ｈ１７まで）の実績 ９．今後３年間（Ｈ２０まで）の戦略
（１）何を（手段・活動指標） ８－（１）どこまでやったのか（手段・活動指標） ９－（１）どこまでやる予定なのか（手段・活動指標）
　単一ＪＡ支援対策班による指導 　補助事業関係課、ＪＡおきなわとの調整を経て不稼働施設の統廃合を指導

。
　ＪＡが策定した不稼働固定資産等処分５カ年計画に基づき、補助事業関係課
、関係市町村と連携しつつ資産の売却及び利活用を図る。

（２）その結果、何が（成果指標） ８－（２）どの水準まで向上したか（成果指標） ９－（２）どの水準まで向上する見込みなのか（成果指標）
　ＪＡおきなわの経営基盤強化 　遊休資産の統廃合が促進された。 　自己資本比率８％を超える水準維持を目指す。



第２表　事務事業の自己評価
部課係名 農林水産部　農政経済課　団体金融班
評価責任者 農政経済課 担当者団体金融班
課番号 051505 係番号04 電話番号866-2257 作成年月日

事務事業コード 2006-051505-04-08
事務事業名 遊休資産の処分等に係る調整・指導に関すること
歳出事業コード(1)237003002
歳出事業名(1) 農協系統指導事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分 C

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 030302

再掲コード

再掲コード

再掲コード

再掲コード

計画名 農林水産業振興計画
政策目標農林水産業・農山漁村を支える担い手の育成・確保
施策 農協、森林組合、漁協の経営基盤の強化

計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A) 単一ＪＡ支援対策による指導
成果指標名又は成果の内容(A')ＪＡおきなわの経営基盤強化（自己資本比率）
活動指標名又は活動の内容(B)
成果指標名又は成果の内容(B')
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標A' ％ 8.94 9.93 10.41 10.00
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 0.00 0.00 0.00 0.00

予決算額C 18 73 40 28
投入資源 人工数D 0.20 0.20 0.20 0.10
(単位:千円) 人件費E 1,326 1,288 1,288 642

合計C+E=F 1,344 1,361 1,328 670

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 Ｃ
(判定内容):C.不満を持っている人が多い。

判
定
根
拠

　ＪＡおきなわにおいては、経営合理化策として集出荷場施設や購買店舗等の統廃合を進めているが、関係市町村
との連携による遊休化施設の有効活用等が十分に図られていないため。

(2)県民ニーズの動向 判定 Ｂ
(判定内容):B.横ばい

判
定
根
拠

　ＪＡおきなわの集出荷場施設や購買店舗等の統廃合については、概ね整理が済んでいるため。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ｂ
(判定内容):B.他県並みである。

判
定
根
拠

　施設の統廃合等による合理化・効率化は一定程度進められているが、遊休施設の処分や有効活用が十分に図られ
ていないため。

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ａ
(判定内容):A.法令で官の実施がさだめられている。

判
定
根
拠

　農協法第９８条第１項の規定により、農協の指導監督庁は都道府県知事となっているため。

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ａ
(判定内容):A.法令で県の実施が定められている。

判
定
根
拠

　農協法第９８条第１項の規定により、農協の指導監督庁は都道府県知事となっているため。また、ＪＡおきなわ
は全県下にまたがる単一ＪＡであることから、市町村への権限委譲にはなじまない。

4.民間委託の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.法令で県が直接実施することが、定められている。

判
定
根
拠

　農協法第９８条第１項の規定により、農協の指導監督庁は都道府県知事となっているため。

5.事務事業の選択
判定 Ａ

(判定内容):A.対象や目標等に類似する事務事業はない。

判
定
根
拠

　農協は、農業協同組合法に基づく法人であるため。

6.対象の妥当性
判定 Ａ

(判定内容):A.対象は適当で、目標達成のため最も効果的である。

判
定
根
拠

　農協の行う事業の範囲は、農協法で定められているため。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ｂ
(判定内容):B.大きな影響を与える。

判
定
根
拠

　ＪＡおきなわにおいては、経営基盤の強化に向け不稼働固定資産処分５ヶ年計画を策定し取り組んでいるが、着
実な実践を図る上で県の的確な指導・支援は重要。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 A2
(判定内容):A2.費用は低下で成果は横ばい。

判
定
根
拠

　集出荷場施設や購買店舗等の統廃合については、概ね整理が済んでいるが、遊休化施設の処分や有効活用が十分
に図られていないため。

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ａ2
(判定内容):A2.費用は低下で結果は横ばい。

判
定
根
拠

　集出荷場施設や購買店舗等の統廃合については、概ね整理が済んでいるが、遊休化施設の処分や有効活用が十分
に図られていないため。

9.県の負担割合
判定 Ａ

(判定内容):A.妥当である。

判
定
根
拠

　農協法第９８条第１項の規定により、農協の指導監督庁は都道府県知事となっているため。

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.事務事業の性質上、ＯＡ化が困難である。

判
定
根
拠

　当該事業は、国・県・市町村等の関係機関との調整等が主であるため。

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ｃ
(2)ニーズ Ｂ

2.サービス水準の他県比較 Ｂ

3.役割分担 (1)官民 Ａ
(2)県市町村 Ａ

4.民間委託の可能性 Ａ
5.事務事業の選択 Ａ
6.対象の妥当性 Ａ
7.貢献度 Ｂ

8.対費用効果 (1)対成果 A2
(2)対結果 Ａ2

9.県の負担割合 Ａ
10.ＯＡ化の可能性 Ａ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

9 3 1

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ｃ 具体的方向性 4
(評価区分): C.見直す
(具体的方向性):4.他の事務事業と統合する。

判
定
根
拠

　平成１７年８月にＪＡおきなわと信連および経済連が統合されたことに伴い、事業番号５「農協系統団体との連
絡調整及び農協指導」事業に統合し、統一的な調整指導を行う。
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様式２ 事 務 事 業 中 期 戦 略 シ ー ト 事務事業コード
2006-051505-04-09

事業名 支店別・部門別損益管理体制確立指導に関すること 事業番号 09 課係名 農政経済課 団体金融班 係番号 04

１．事業内容
（１）対象
　沖縄県農業協同組合（以下「ＪＡおきなわ」という。）

（２）現状
　ＪＡおきなわは発足したが、組織体制や経営基盤の強化など多くの課題を抱えている。

（３）方法
　ＪＡおきなわ全体の経営計画の達成状況と改善指導及び支店別・部門別の損益管理システ
ム構築に向けた指導。

（４）目標
　ＪＡおきなわの支店別・部門別の損益管理体制の確立。

２．事業の必要性
　ＪＡおきなわは、より一層の経営基盤の強化と財務の健全化を図るため支店別・部門別の
損益管理体制を確立する必要がある。

３．実施年度・始期：平成１４年度　，終期：平成１９年度
４．自治上の区分：　　自治事務

５．事業の種類　（１）行政　（２）単独
６．役割分担
（１）何故、「官」が行うのか
　農協法第９８条第１項の規定により、農協の指導監督官庁は都道府県知事となっているため
。

（２）何故、県が行うのか
　同上

７．最近４年間の事業費等の推移（単位：千円、人）
Ｈ１５年度 Ｈ１６年度 Ｈ１７年度 Ｈ１８年度

予・決算額 18 109 59 42
人工数 0.30 0.30 0.30 0.20
※対応する予算の事業名：農協系統事業・組織改革推進事業費

８．過去３年間（Ｈ１７まで）の実績 ９．今後３年間（Ｈ２０まで）の戦略
（１）何を（手段・活動指標） ８－（１）どこまでやったのか（手段・活動指標） ９－（１）どこまでやる予定なのか（手段・活動指標）
　沖縄県ＪＡ経営健全化管理委員会
の開催及び単一ＪＡ支援対策班によ
る指導

　県ＪＡ経営健全化管理委員会を１回開催して健全化策を協議・調整すると
ともに、単一ＪＡ支援対策班による支店別・部門別損益管理体制確立に向け
た指導・調整を行った。

　具体的な管理システムを構築し、当該システムに基づく管理を行い経営基盤
強化及び財務の健全化を図る。

（２）その結果、何が（成果指標） ８－（２）どの水準まで向上したか（成果指標） ９－（２）どの水準まで向上する見込みなのか（成果指標）
　ＪＡおきなわの経営基盤強化及び
財務の健全化

　ＪＡ経営健全化の指標となる自己資本比率が、１７年度末には１０％超ま
で改善された。

　自己資本比率８％を超える水準維持を目指す。



第２表　事務事業の自己評価
部課係名 農林水産部　農政経済課　団体金融班
評価責任者 農政経済課 担当者団体金融班
課番号 051505 係番号04 電話番号866-2257 作成年月日

事務事業コード 2006-051505-04-09
事務事業名 支店別・部門別損益管理体制確立指導に関すること
歳出事業コード(1)237003002
歳出事業名(1) 農協系統指導事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分 C

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 030302

再掲コード

再掲コード

再掲コード

再掲コード

計画名 農林水産業振興計画
政策目標農林水産業・農山漁村を支える担い手の育成・確保
施策 農協、森林組合、漁協の経営基盤の強化

計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A) 沖縄県ＪＡ経営健全化管理委員会・単一ＪＡ支援対策による指導
成果指標名又は成果の内容(A')ＪＡおきなわの経営基盤強化（自己資本比率）
活動指標名又は活動の内容(B)
成果指標名又は成果の内容(B')
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標A' ％ 8.94 9.93 10.41 10.00
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 0.00 0.00 0.00 0.00

予決算額C 18 109 59 42
投入資源 人工数D 0.30 0.30 0.30 0.20
(単位:千円) 人件費E 1,989 1,932 1,932 1,284

合計C+E=F 2,007 2,041 1,991 1,326

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 Ｂ
(判定内容):B.概ね満足している。

判
定
根
拠

　ＪＡおきなわにおいては、場所別・部門別の損益管理システムを構築し、平成１５年度決算から適用している。

(2)県民ニーズの動向 判定 Ｂ
(判定内容):B.横ばい

判
定
根
拠

　場所別・部門別の損益管理システムは構築済みであるため。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ｂ
(判定内容):B.他県並みである。

判
定
根
拠

　税引前当期利益段階で、黒字を計上できる状態まで財務内容は改善されつつあるが、場所別・部門別には赤字の
箇所があり、改善が必要なため。

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ａ
(判定内容):A.法令で官の実施がさだめられている。

判
定
根
拠

　農業協同組合法第９８条第１項の規定により、農協の指導監督官庁は都道府県知事となっているため。

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ａ
(判定内容):A.法令で県の実施が定められている。

判
定
根
拠

　農業協同組合法第９８条第１項の規定により、農協の指導監督官庁は都道府県知事となっているため。また、Ｊ
Ａおきなわは全県下にまたがる単一ＪＡであることから、市町村への権限委譲には馴染まない。

4.民間委託の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.法令で県が直接実施することが、定められている。

判
定
根
拠

　農業協同組合法第９８条第１項の規定により、農協の指導監督官庁は都道府県知事となっているため。

5.事務事業の選択
判定 Ａ

(判定内容):A.対象や目標等に類似する事務事業はない。

判
定
根
拠

　農協は農業協同組合法に基づく法人であるため。

6.対象の妥当性
判定 Ａ

(判定内容):A.対象は適当で、目標達成のため最も効果的である。

判
定
根
拠

　農協の行う事業の範囲は、農業協同組合法で定められているため。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ｂ
(判定内容):B.大きな影響を与える。

判
定
根
拠

　ＪＡおきなわにおいては、引き続き経営基盤の強化と財務の改善に努める必要があり、着実な実践を図る上で、
県の的確な指導・支援は重要。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 A2
(判定内容):A2.費用は低下で成果は横ばい。

判
定
根
拠

　ＪＡおきなわの財務内容は改善されつつあるが、場所別・部門別には改善が必要な箇所もあるため。

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ａ2
(判定内容):A2.費用は低下で結果は横ばい。

判
定
根
拠

　場所別・部門別の損益管理システムは構築済みであるが、改善が必要な支店や部門等もあるため。

9.県の負担割合
判定 Ａ

(判定内容):A.妥当である。

判
定
根
拠

　農協法により、県域を地区とする農協の所管行政庁は県知事となっている。

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ｄ

(判定内容):D.ＯＡ化済（一部ＯＡ化含む）である。

判
定
根
拠

　当該事業は、場所別・部門別のデータに基づきシステム構築がなされている。

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ｂ
(2)ニーズ Ｂ

2.サービス水準の他県比較 Ｂ

3.役割分担 (1)官民 Ａ
(2)県市町村 Ａ

4.民間委託の可能性 Ａ
5.事務事業の選択 Ａ
6.対象の妥当性 Ａ
7.貢献度 Ｂ

8.対費用効果 (1)対成果 A2
(2)対結果 Ａ2

9.県の負担割合 Ａ
10.ＯＡ化の可能性 Ｄ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

8 4 1

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ｃ 具体的方向性 4
(評価区分): C.見直す
(具体的方向性):4.他の事務事業と統合する。

判
定
根
拠

　平成１７年８月にＪＡおきなわと信連および経済連が統合されたことに伴い、事業番号５「農協系統団体との連
絡調整及び農協指導」事業に統合し、統一的な調整指導を行う。
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様式２ 事 務 事 業 中 期 戦 略 シ ー ト 事務事業コード
2006-051505-04-12

事業名 農協系統組織の整備促進 事業番号 12 課係名 農政経済課 団体金融班 係番号 04

１．事業内容
（１）対象
　沖縄県農業協同組合中央会（ＪＡ合併支援基金）、沖縄県農業協同組合（ＪＡおきなわ）
、沖縄県信用農業協同組合連合会、沖縄県経済農業協同組合連合会

（２）現状
　県内２７ＪＡが合併して平成１４年４月から県単一ＪＡであるＪＡおきなわが発足した。
今後は、ＪＡおきなわの経営基盤を強化するとともに、系統の組織、事業の条件整備を図り
組織・事業２段階制に移行する必要がある。

（３）方法
　沖縄県農業協同組合中央会への利子補給補助等を行うことにより、合併後のＪＡおきなわ
の経営基盤強化に資するとともに、平成１７年４月を目処とした沖縄県信用農業協同組合連
合会と沖縄県経済農業協同組合連合会のＪＡおきなわ統合の円滑な実施を側面から支援。

（４）目標
　ＪＡ健全化の指標となる自己資本比率が、統合後も８％を超える水準維持を目指す。

２．事業の必要性
　ＪＡおきなわは発足まもないこともありその経営基盤が脆弱なため、県としても経営の健
全化に向け支援を実施する必要がある。また、農家・組合員へのサービス向上を図るには系
統組織を全国ー県連ー単協の３段階を、組織、事業とも県連を廃止し２段階制に移行する必
要がある。

３．実施年度・始期：昭和４７年，終期：平成１８年度
４．自治上の区分：　　自治事務

５．事業の種類　（１）行政　（２）単独
６．役割分担
（１）何故、「官」が行うのか
　農業協同組合法第９８条第１項の規定により、県を区域とする農協の所管行政庁は県となっ
ている。

（２）何故、県が行うのか
　同　上。

７．最近４年間の事業費等の推移（単位：千円、人）
Ｈ１５年度 Ｈ１６年度 Ｈ１７年度 Ｈ１８年度

予・決算額 220,000 220,000 220,000 220,000
人工数 0.32 0.32 0.20 0.10
※対応する予算の事業名：ＪＡ合併推進支援対策事業

８．過去３年間（Ｈ１７まで）の実績 ９．今後３年間（Ｈ２０まで）の戦略
（１）何を（手段・活動指標） ８－（１）どこまでやったのか（手段・活動指標） ９－（１）どこまでやる予定なのか（手段・活動指標）
農協系統の組織・事業の整理、統合
。

　ＪＡ系統組織による広域農協合併の推進により、復帰時の７４総合農協が
、平成１４年４月時点で１総合農協に統合され、平成１７年８月にＪＡおき
なわと信連、経済連の統合がなされた。

　沖縄県農業協同組合中央会（ＪＡ合併支援基金）に対し、平成１４年度～平
成１８年度の５年間に２．２億円ずつ（計１１億円）利子補給を行う。

（２）その結果、何が（成果指標） ８－（２）どの水準まで向上したか（成果指標） ９－（２）どの水準まで向上する見込みなのか（成果指標）
農協系統組織の経営基盤の強化。 　ＪＡおきなわの自己資本比率が、１５年度当初７．２％から、１７年度末

には１０％超まで改善された。
　ＪＡおきなわの自己資本比率が、農協系統組織の自主ルールで目標とされて
いる８％を超える水準を維持する。



第２表　事務事業の自己評価
部課係名 農林水産部　農政経済課　団体金融班
評価責任者 農政経済課 担当者団体金融班
課番号 051505 係番号04 電話番号866-2257 作成年月日

事務事業コード 2006-051505-04-12
事務事業名 農協系統組織の整備促進
歳出事業コード(1)237003005
歳出事業名(1) ＪＡ合併推進支援対策事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分 C

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 030302

再掲コード

再掲コード

再掲コード

再掲コード

計画名 農林水産業振興計画
政策目標農林水産業・農山漁村を支える担い手の育成・確保
施策 農協、森林組合、漁協の経営基盤の強化

計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A) 農協系統の組織・事業の整理統合
成果指標名又は成果の内容(A')ＪＡおきなわの経営基盤の強化（自己資本比率）
活動指標名又は活動の内容(B)
成果指標名又は成果の内容(B')
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標A' ％ 8.94 9.93 10.41 10.00
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 0.00 0.00 0.00 0.00

予決算額C 220,000 220,000 220,000 220,000
投入資源 人工数D 0.32 0.32 0.20 0.10
(単位:千円) 人件費E 2,121.60 2,060.80 1,288 642

合計C+E=F 222,121.60 222,060.80 221,288 220,642

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 Ｂ
(判定内容):B.概ね満足している。

判
定
根
拠

　平成１７年８月に、信連及び経済連との統合が実現したことにより、経営健全化に向けた取組が進められている
。

(2)県民ニーズの動向 判定 Ｂ
(判定内容):B.横ばい

判
定
根
拠

　ＪＡと信連及び経済連が統合されたことにより、県内単一ＪＡとして、一応の農協系統組織体制が整うため。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ｃ
(判定内容):C.他県水準より高い。

判
定
根
拠

　全国で、単一ＪＡに連合会が包括承継された事例は奈良県のみ。

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ａ
(判定内容):A.法令で官の実施がさだめられている。

判
定
根
拠

　農業協同組合法第７０条第２項において準用する法第６５条第２項の規定により、連合会の農協への包括承継に
係る認可行政庁は都道府県知事であるため。

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ａ
(判定内容):A.法令で県の実施が定められている。

判
定
根
拠

　農業協同組合法第７０条第２項において準用する法第６５条第２項の規定により、連合会の農協への包括承継に
係る認可行政庁は都道府県知事であるため。また、ＪＡおきなわは全県下にまたがる単一ＪＡであることから、市
町村への権限委譲に馴染まない。

4.民間委託の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.法令で県が直接実施することが、定められている。

判
定
根
拠

　農業協同組合法第７０条第２項において準用する法第６５条第２項の規定により、連合会の農協への包括承継に
係る認可行政庁は都道府県知事であるため。

5.事務事業の選択
判定 Ａ

(判定内容):A.対象や目標等に類似する事務事業はない。

判
定
根
拠

　農協及び連合会は、農業協同組合法に基づく法人であるため。

6.対象の妥当性
判定 Ａ

(判定内容):A.対象は適当で、目標達成のため最も効果的である。

判
定
根
拠

　農協及び連合会の行う事業の範囲は、農業協同組合法で定められているため。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ｂ
(判定内容):B.大きな影響を与える。

判
定
根
拠

　連合会のＪＡへの包括承継に際しては、子会社を含めたフロー・ストックの赤字解消と、ＪＡ沖縄グループ全体
の連結自己資本比率８％以上を将来にわたり確保することが求められており、統合の実現に向け、県の的確な指導
・支援は重要。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 Ｃ
(判定内容):C.費用、成果とも横ばい。

判
定
根
拠

　包括承継に向け条件整備が進められているが、連合会・ＪＡともに解決すべき課題が残っているため。

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ｃ
(判定内容):C.費用、結果とも横ばい。

判
定
根
拠

　包括承継に向け条件整備が進められているが、連合会・ＪＡともに解決すべき課題が残っているため。　

9.県の負担割合
判定 Ａ

(判定内容):A.妥当である。

判
定
根
拠

　農協法により、県域を地区とする農協の所管行政庁は県知事となっている。

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.事務事業の性質上、ＯＡ化が困難である。

判
定
根
拠

　組織・事業の整理、統合のための指導業務であるため。

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ｂ
(2)ニーズ Ｂ

2.サービス水準の他県比較 Ｃ

3.役割分担 (1)官民 Ａ
(2)県市町村 Ａ

4.民間委託の可能性 Ａ
5.事務事業の選択 Ａ
6.対象の妥当性 Ａ
7.貢献度 Ｂ

8.対費用効果 (1)対成果 Ｃ
(2)対結果 Ｃ

9.県の負担割合 Ａ
10.ＯＡ化の可能性 Ａ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

7 3 3

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ｄ 具体的方向性 1
(評価区分): D.廃止
(具体的方向性):1.他の事務事業により代替する（当該事務事業は廃止するが、新規事業を検討する）。

判
定
根
拠

　平成１７年８月にＪＡおきなわと信連および経済連との包括承継が完了することにより、県内農協系統組織体制
が整うため、平成１８年度をもって廃止する。
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様式２ 事 務 事 業 中 期 戦 略 シ ー ト 事務事業コード
2006-051505-04-13

事業名 農協概況及び統計資料等の作成、保管に関すること 事業番号 13 課係名 農政経済課 団体金融班 係番号 04

１．事業内容
（１）対象
　総合農協、専門農協、農事組合法人、沖縄県農業協同組合中央会、各連合会

（２）現状
　農事組合法人については、住所不明や休眠状態にある組合が多いため、組織・財務状況等
の調査が困難。

（３）方法
　農協一斉調査を基礎データとしての統計資料作成及び農協系統等関係機関から提供された
資料の分析、保管。

（４）目標
　各農協系統団体概況等農協系統資料の周知及び活用

２．事業の必要性
　各農協の概況・組織・財務状況等をまとめており、瞬時に情報を得ることができ、また、
対外的な説明資料等としても活用することができる。

３．実施年度・始期：昭和４７年，終期：
４．自治上の区分：　　自治事務

５．事業の種類　（１）行政　（２）単独
６．役割分担
（１）何故、「官」が行うのか
　農業協同組合法第９８条第１項の規定により、農協の指導監督官庁は都道府県知事となって
いる。

（２）何故、県が行うのか
　同　上

７．最近４年間の事業費等の推移（単位：千円、人）
Ｈ１５年度 Ｈ１６年度 Ｈ１７年度 Ｈ１８年度

予・決算額 18 47 26 18
人工数 0.10 0.10 0.10 0.10
※対応する予算の事業名：農協系統指導事業費

８．過去３年間（Ｈ１７まで）の実績 ９．今後３年間（Ｈ２０まで）の戦略
（１）何を（手段・活動指標） ８－（１）どこまでやったのか（手段・活動指標） ９－（１）どこまでやる予定なのか（手段・活動指標）
　農協の経営状況の調査・確認 　総合農協１、専門農協３の組織・財務状況等についての調査結果を、農協

に関する基礎データとして分析、保管した。
　農協の経営状況の調査・確認等のため、総合農協・専門農協の財務状況等に
ついて調査を実施し、広く農協の業務に関する周知を図る。

（２）その結果、何が（成果指標） ８－（２）どの水準まで向上したか（成果指標） ９－（２）どの水準まで向上する見込みなのか（成果指標）
　農協の指導等に必要な資料提供及
び広報活動を行うことができた。

　農協等から収集した組織・財務状況等についての資料を各関係機関や県民
からの照会に応じて情報提供し、また、農協等の指導のための資料として活
用した。

　関係機関に配布することにより、農協についての理解を深めることができ、
今後事業活動を展開するに際しての一助とすることができる。



第２表　事務事業の自己評価
部課係名 農林水産部　農政経済課　団体金融班
評価責任者 農政経済課 担当者団体金融班
課番号 051505 係番号04 電話番号866-2257 作成年月日

事務事業コード 2006-051505-04-13
事務事業名 農協概況及び統計資料等の作成、保管に関すること
歳出事業コード(1)237003002
歳出事業名(1) 農協系統指導事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分 C

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 030302

再掲コード

再掲コード

再掲コード

再掲コード

計画名 農林水産業振興計画
政策目標農林水産業・農山漁村を支える担い手の育成・確保
施策 農協、森林組合、漁協の経営基盤の強化

計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A) 農協の経営状況の確認・分析
成果指標名又は成果の内容(A')ＪＡおきなわの経営基盤強化（自己資本比率）
活動指標名又は活動の内容(B)
成果指標名又は成果の内容(B')
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標A' ％ 8.94 9.93 10.41 10.00
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 0.00 0.00 0.00 0.00

予決算額C 18 47 26 18
投入資源 人工数D 0.10 0.10 0.10 0.10
(単位:千円) 人件費E 663 644 644 642

合計C+E=F 681 691 670 660

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 -
(判定内容):-

判
定
根
拠

(2)県民ニーズの動向 判定 -
(判定内容):-

判
定
根
拠
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 -
(判定内容):-

判
定
根
拠

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 -
(判定内容):-

判
定
根
拠

(2)市町村、国との役割分担 判定 -
(判定内容):-

判
定
根
拠

4.民間委託の可能性
判定 Ｂ

(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、県が直接実施することが妥当である。

判
定
根
拠

　農協の経営把握・分析に必要なデータには、農協経営に影響を与える情報等も含まれている。

5.事務事業の選択
判定 Ａ

(判定内容):A.対象や目標等に類似する事務事業はない。

判
定
根
拠

　調査分析する資料は、所管行政庁として県（農政経済課）が資料徴求した業務報告書等が主である。

6.対象の妥当性
判定 -

(判定内容):-

判
定
根
拠

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 -
(判定内容):-

判
定
根
拠
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 -
(判定内容):-

判
定
根
拠

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ｃ
(判定内容):C.費用、結果とも横ばい。

判
定
根
拠

　調査分析の対象となる総合農協、専門農協等の整理・統合も落ち着きつつあり、調査資料の利用者も限られてく
る。

9.県の負担割合
判定 -

(判定内容):-

判
定
根
拠

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ｄ

(判定内容):D.ＯＡ化済（一部ＯＡ化含む）である。

判
定
根
拠

　調査分析に必要な財務資料の集計等はＯＡ化済み。

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 -
(2)ニーズ -

2.サービス水準の他県比較 -

3.役割分担 (1)官民 -
(2)県市町村 -

4.民間委託の可能性 Ｂ
5.事務事業の選択 Ａ
6.対象の妥当性 -
7.貢献度 -

8.対費用効果 (1)対成果 -
(2)対結果 Ｃ

9.県の負担割合 -
10.ＯＡ化の可能性 Ｄ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

1 1 1 1

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ｃ 具体的方向性 4
(評価区分): C.見直す
(具体的方向性):4.他の事務事業と統合する。

判
定
根
拠

　平成１７年８月にＪＡおきなわと信連および経済連が統合されたことに伴い、集計等の必要がなくなるため事業
番号１４「農協からの定期報告及び届出に関すること」事業に統合する。
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